上町自治会会則
第１章　　総　　　　　則

第 １ 条　名称

この会は上町自治会と称する。

第 ２ 条　会の構成者

この会は本町東４丁目～７丁目、本町西３丁目～６丁目（以下上町という）に居住する世帯主および所在する事業所の代表者のうち、入会した者をもって構成する。
第 ３ 条　会の所在地

この会は会長宅を所在地とする。
第 ４ 条　目的

この会は、上町住民の福祉、社会生活の充実、懇親の度を深めるとともに、市全体の民度向上に貢献することを目的とする。
第 ５ 条　事業

この会は目的達成のため次の事業を行う。
 1. 市街環境の整備、維持に関する事業。

 2. 健康増進とスポーツ振興に関する事業。

 3. 社会教育と青少年健全育成に関する事業。

 4. 会員の親睦と融和を図るための事業。

 5. 年中、伝統行事に対する協力。

 6. 自主防災組織への協力。

 7. 町内他団体への合目的的助成。

 8. 市および公共団体等の情報伝達物等の配布協力。

 9. 市等の主催する各種行事への参加および協力。

10. 各種社会福祉事業への協力。

11. その他適当と認められた事業。

第 ６ 条　会員の権利、義務

会員の権利および義務は全て平等かつ公平でなければならない。
第 ７ 条　会議開催を要求する権利

会員は、会の運営が民主的かつ公正に行われるために必要と判断した場合は、その趣旨を記載した文書により、会長に会議開催を要求することができる。
第 ８ 条　会議開催の可否

会長は会議開催の可否を然るべき機関に諮り、可と認めた場合は会議を開催し、否と認めた場合はその事由を記載した文書により、回答しなければならない。
第２章　　組　　　　　織

第 ９ 条　会の組織

会の組織は次の通りとする。

会　　　班　　　組　　　会員

会は複数の班、班は複数の組、組は複数の会員により構成することを原則とする。

第 10 条　組織の改編
組織の改編は合理的必要に応じ各階層別組織の長がその下部組織について行うことができる。
但し、その内容は速やかに会長に文書をもって報告しなければならない。

第 11 条　組織の長
1. 各組織には各１名の長をおき、班以下の組織の長はその構成会員の中から構成会員が選出する。

2. 年度中の改編に伴う長の任免は速やかに行われ、会長に文書をもって報告しなければならない。

第３章　　機　　　　　関
第 12 条　機関の種類

会の機関として総会および常任委員会を設置し、総会をこの会の議決機関、常任委員会をこの会の執行機関とする。
第 13 条　総会の構成および招集
総会は各組織の長をもって構成し、招集はその時点で会長職務を担当する会員が行う。但し、希望する会員は総会に出席することができる。
第 14 条　総会の開催時期
定期総会は年度開始後、可及的速やかに開催する。

又、その必要に応じ適宜、臨時総会を開催することができる。

第 15 条　総会の審議事項
総会の審議事項は次の通りとする。

1. 会長、副会長、会計、常任委員および会計監査の選任。

2. 会則改廃の審議決定。

3. 一般会務報告および事業計画の審議決定。

4. 収支決算および予算の審議決定。

5. 一般提出議案の審議決定。

第 16 条　定足数と表決
総会の定足数は構成員の1/2以上とし、議決は出席者の過半数以上の賛成をもって行う。

賛否同数の場合は、議長が決定する。

第 17 条　議事録の作成および議決事項の周知
総会の議事録を作成し、関連資料と併せ保管するとともに、事後、可及的速やかに会員に周知せしめなければならない。
第 18 条　常任委員会の構成および招集
常任委員会は会長、副会長、会計、常任委員で構成し、招集は会長が行う。

但し、年度開始後定期総会までの期間における招集はその時点における会長職務を担当する会員が行う。

第 19 条　常任委員会の開催時期
定期常任委員会は原則として月１回開催する。

又その必要に応じ、適宜、臨時常任委員会を開催することができる。

第 20 条　常任委員会の処理事項
常任委員会は各会員の協力を得て、次の事項を処理する。

1. 会則および総会決定事項の誠実着実な執行、処理。

2. 各種案件の総会への提議

3. 収支決算案および予算案の総会への提議

4. 市自治連合会および西与野自治連合会との提携をふまえた対外関係事項の処理。

5. その他、執行機関としての一般会務

第 21 条　定足数と表決
常任委員会の定足数は構成員の1/2以上とし、議決は出席常任委員の過半数以上の賛成をもって行う。

賛否同数の場合は、会長が決定する。

第 22 条　議事録の作成および決定事項の周知
常任委員会の議事録を作成し、関連資料と併せ保管するとともに、事後、可及的速やかに会員に周知せしめなければならない。

第 23 条　部会
常任委員会は、第20条に定める事項を効率的かつ確実に処理するため、その内部機関として部会を設ける事が出来る。

第 24 条　部会名および分掌事項
会の運営、外部環境の変化に対応し、適時適切な改正が必要となるため常任委員会がこれを決定することとする。

第 25 条　役員および定員
この会の役員および定員は次の通りとする。

1. 会　　長　　１名

2. 副 会 長　若干名

3. 会　　計　若干名

4. 常任委員　若干名

5. 会計監査　２名

6. 会長は行事運営をスムーズに引き継ぐため専従者を委嘱する事ができる。

7. 会長は常任委員会の承認を得て顧問を委嘱することができる。

第 26 条　役員の任期
1. 役員の任期は１年とする。

　 但し、再任を妨げない。

2. 補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

3. 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでの期間、その業務を担当する。

　 但し、代行者を指名し実務を代行させることが出来る。

第 27 条　役員の業務分掌
役員の業務分掌は次の通りとする。

1. 会　　長

・会を代表して、対外業務、交渉、協議を行うこと。

・執行業務を統轄し、会の目的に合致した各種業務が効率的に行われるよう執行機関を管理すること。

・会の運営が目的に合致しているか否か、会員および議決機関が正当に判断できるようにすること。

2. 副 会 長

・前項の事項が円滑かつ適時に行われるよう会長を補佐すること。

・会長不在の場合は、その職務を代行すること。

3. 会　　計

・会運営の財源を確保すること。

・流動資産、経費の管理、運用にあたること。

・予算の運営状況を管理すること。

・会計帳簿、証拠書類を正しく管理、保管すること。

・会計監査を適時適切に受けること。

・必要および請求に応じて会計状況を報告すること。

4. 常任委員

・常任委員は各部会および会計のいずれか１つ以上に所属し、常任委員会処理事項または会計分掌事項を分掌する。
5. 会計監査

・会計監査は執行機関から独立し、会および議決機関に対し責任を負う。

・適時適切に会計監査を行い、執行機関に対し意見提示、指導を行うこと。

・監査結果を議決機関に対し、報告すること。
第 28 条　役員の選出
役員の選出は会則第15条第１項の規定による。

但し、常任委員の選出においては各班１名以上の会員を含むものとする。

第 29 条　役員の辞任
役員が年度の途中で辞任する場合は、文書をもって会長に届け出なければならない。

第４章　　入会および退会
第 30 条　入会申込
入会を希望する者は、規定の申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて組長に申込むこととする。

但し、４月度、10月度の入会申込は会費添付は不要とする。

第 31 条　退会申入
退会を申入する者は規定の用紙に必要事項を記入し組長に申入れることとする。

第 32 条　会員の資格
入会退会の資格は組長が文書を受領した時から発生する。

第 33 条　権利の喪失
1. この会を退会した者は、当該期間の既納入会費は放棄しなければならない。

　但し、翌期の会費を既に納入してある場合は、翌期の開始月中に返却する。

2. 退会した者は、自治会のあらゆる資産に対し、一切の権利を放棄するものとする。

第５章　　会　　　　　計
第 34 条　会の財源
この会の財源は会費、助成金、寄付、利子等とする。

但し、寄付を受けた場合は、その明細を会計より常任委員会に報告されなければならない。

第 35 条　会　　　費
この会の会費は一人当たり月額250円とする。

第 36 条　会費の納入
会費の納入は毎年４月、10月の２回とし、６ヶ月分を一括して納入する。
納入手続は組毎に徴収した会費を班選出常任委員が集計し、５月度、11月度の定例常任委員会開催日に会計に納入することを原則とする。

但し、班毎の事情により１年間の会費を５月度に一括納入することを妨げない。

（関連条文；第33条但し書）

第 37 条　会費の変更
会費の変更は総会の承認を得て行う。

第 38 条　入金・出金手続き
金員の入金、出金は伝票にもとづき行う事を原則とする。

第 39 条　会計年度
この会の会計年度は４月１日より翌年３月31日までの一年間とする。

第６章　　会　計　監　査
第 40 条　会計の監査
会計監査は会の収支決算および資産管理の状態を監査し、報告書を作成し、総会に提出しなければならない。

報告書には認否または保留の決議が記載される他、改善または指導すべき事項がある場合はこれを明記しなければならない。

第７章　　そ　　の　　他
第 41 条　功労者の表彰
会員中、会の事業に貢献大なるものと評価される者については、功労顕著なるものとして、表彰することができる。

提案は原則として会長が行い、総会の承認を得ることとする。

第 42 条　慶弔金の贈呈
会員およびその同居家族に、本条の規定に該当する事実が発生した場合は慶弔金を贈呈する。

支給額は常任委員会の意見を徴し会長が決定する。

また適当な場合、金員を物品にかえることができる。

1. 慶弔祝金

　 常任委員会にその支給が主旨とともに提案され、承認されたとき。

2. 弔慰金

　 該当者が死亡したとき。

3. 災害見舞金

　 火災、水害、震災等が発生し、その状況・範囲等に照らし、常任委員会が妥当と認めたとき。

第 43 条　疑義の解釈
この会則の条文解釈、適用等に疑義が生じた場合は、当面、常任委員会が誠意をもって解決し、直近の総会に報告した上、総会で正式に解決することとする。

第 44 条　会則の発効
この会則は昭和44年５月１日より効力を発する。

　　昭和57年５月23日　　一部改正

　　平成８年６月９日　　一部改正

　　平成９年６月８日　　一部改正

　　平成17年５月８日　　一部改正
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